
新型コロナウイルス感染症に係る国・県等主な中小企業支援施策一覧 Ver.4  令和 2年 9月 7日現在 

※ご利用に当たっては、実施機関において最新の情報をご確認ください。また、この他にも順次施策が発表されており、各市町においても、中小企業を支援する施策が発表されている場合があります。   《三重県商工会連合会 北部経営支援センター》 

施策名及び支援内容 対象者 主な要件等 主な給付・補助額等 受付期間または募集期間 相談窓口等 

国 

全 

 

般 

給 

付 

金 

持続化給付金 

（新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため

に事業全般に広く使える給付金。） 

 

事業者全般 

新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと

月の売上が前年同月比で 50％以上減少している

事業者。（その他、新規開業等の特例制度もあり） 

※申請は、電子申請のみ。電子申請を行うことが

困難な方のためには、各商工会にて定期的に

「申請サポート窓口」を開設。また、「申請サ

ポート会場」の開設や「申請サポートキャラバ

ン隊」の派遣も行われている。 

【給付上限】法人 200 万円、個人 100 万円を上限として給付。 

※ただし、昨年 1 年間の売上からの減少分を上限とする。 

令和 2 年 5 月 1 日（金） 

～ _ 

令和 3 年 1 月 15 日（金） 

北部経営支援センター 

持続化給付金申請相談サポート窓口 

TEL：0594-74-6161 または 0594-74-6162 

月曜日～金曜日（祝日を除く）9:00~17:00 

持続化給付金事業コールセンター（9 月以降分） 

TEL：0120-279-292  

TEL：03-6832-6631（※通話料有料。） 

日曜日～金曜日（祝日を除く）8:30～19:00 

家賃支援給付金 

（新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上の

減少に直面する事業者の事業継続を下支えするた

め、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金。） 

 

中小企業・ 

小規模事業者等 

【 売 上 】1 ヵ月で前年同月比▲50％以上 

          または 

      連続する 3 ヶ月の合計で 

          前年同期比▲30％以上 

※対象期間、令和 2 年 5 月～12 月 

※申請は、電子申請のみ。電子申請を行うことが

困難な方のためには、「申請サポート会場」が

開設されている。 

【給付上限】法人 600 万円、個人 300 万円を上限として給付。 

※申請時の直近 1 カ月における支払賃料（月額）に基づき算定

した給付額（月額）の 6 倍 

 支払賃料（月額） 給付額（月額） 

法人 

75 万円以下 支払賃料×2/3 

75 万円超 
50万円+[支払賃料の 75万円の超

過分×1/3]  ※上限 100 万円 

個人 

事業者 

37.5 万円以下 支払賃料×2/3 

37.5 万円超 
25 万円+[支払賃料の 37.5 万円の

超過分×1/3] ※上限 50 万円 
 

令和 2 年 7 月 14 日（火） 

～ _ 

令和 3 年 1 月 15 日（金） 

家賃支援給付金コールセンター 

TEL：0120-653-930 

日曜日～金曜日（祝日を除く）8:30~19:00 

 

設 

備 

投 

資 

・

販

路

開

拓

支

援 

補

助

金 

小規模事業者持続化補助金 

【コロナ特別対応型】 
  

（新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため

に、経営計画を作成し取り組む販路開拓の取組等を

支援する。） 

小規模事業者等 

※補助対象経費の 1/6 以上が、 A～Ｃのいずれ

か要件に合致する投資であること。 

Ａ： サプライチェーンの毀損への対応 

 顧客への製品供給を継続するために必要

な設備投資や製品開発を行うこと。 

Ｂ： 非対面型ビジネスモデルへの転換 

 非対面・遠隔でサービス提供するための

ビジネスモデルへ転換するための設備・

システム投資を行うこと。 

Ｃ：  テレワーク環境の整備 

 従業員がテレワークを実践できるような

環境を整備すること。 

 

※IT 導入補助金・ものづくり補助金の申請は、

電子申請のみ。事前に G ビズ ID プライムア

カウントの取得が必要。（発行までの期間は、

概ね 2 週間。） 

【補助上限】100 万円 

【補 助 率】A 類型のみの場合 2/3  

B 類型、C 類型のどちらかを含む場合 3/4 

※売上が前年同月比▲20％以上の減少者で、希望する者には交

付決定額の 1/2（最大 50 万円）の概算払いの即時支給あり。 

＋ 

●事業再開枠 

【補助上限】50 万円（コロナ特別対応型 ≧ 事業再開枠） 

【補 助 率】定額 
  

※特例事業者については、さらに上限を 50 万円上乗せ〈コロ

ナ特別対応型及び事業再開枠に自由に配分〉できます。 

4 次締切： 

令和 2 年 10 月 2 日（金） 

※郵送の場合は、必着 

最寄の商工会 

 

三重県商工会連合会 

小規模事業者持続化補助金地方事務局 

TEL：080-4220-3161 

月曜日～金曜日（祝日を除く） 

8:30~12:00／13:00~17:00 

IT 導入補助金【特別枠】 
  

（新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため

の、ハードウェア（PC、タブレット端末等）のレン

タル等を含めた、IT ツールの導入を支援する。） 

中小企業・ 

小規模事業者等 

【補助上限】30 万～450 万円 

【補 助 率】A 類型のみの場合 2/3  

B 類型、C 類型のどちらかを含む場合 3/4 

7 次締切（予定）： 

令和 2 年 10 月 2 日（金）17 時 

8 次締切（予定）： 

令和 2 年 11 月 2 日（月）17 時 

サービス等生産性向上 IT 導入支援事業 

 コールセンター  

TEL：0570-666-424 

月曜日～金曜日（祝日を除く）9:30~17:30 

ものづくり補助金【特別枠】 
  

（新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため

の、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な

設備投資を支援する。） 

中小企業・ 

小規模事業者等 

【補助上限】100 万～1,000 万円  

【補 助 率】A 類型 2/3 

        B 類型、C 類型に合致する投資の場合 3/4 

＋ 

●事業再開枠 

【補助上限】50 万円 

【補 助 率】定額 

4 次締切： 

令和 2 年 11 月 26 日（木）17 時 

5 次締切（予定）： 

令和 3 年 2 月 

 

ものづくり補助金事務局サポートセンター 

TEL：050-8880-4053 

月曜日～金曜日（祝日を除く）10:00~17:00 

雇

用

関

連 

助

成

金 

雇用調整助成金の特例措置 

【緊急対応期間特例】 
  

（新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小な

どを受けて、従業員に対して一時的に休業、教育訓

練または出向を行い、雇用の維持を図った場合に、

その休業手当、賃金などの一部を助成する。） 
  

※緊急対応期間特例以外にも特例措置あり。 

中小企業・ 

小規模事業者 

※大企業は、要件

等が異なる。 

【 売 上 】前年同期比▲5％以上 

【休業期間】令和 2 年 4 月 1 日～9 月 30 日（緊

急対応期間）の休業等に適用。 

【助 成 率】事業主が支払った休業手当の 4/5 を国が助成。 

（解雇を伴わない場合）↓ 

事業主が支払った休業手当の 10/10 を国が助成。 

※1 人 1 日あたり 15,000 円が上限。 

【支給限度】通常の 1 年間に 100 日の支給限度日数とは別枠

で利用可能。 

支給対象期間の末日の翌日から 

2 カ月以内 

※郵送の場合は、必着 

※支給対象期間の初日が令和 2 年

6 月 30 日までの休業の申請期限

は、令和 2 年 9 月 30 日（水） 

最寄のハローワーク 

 

三重労働局職業対策課 

TEL：059-226-2111（助成金室） 

TEL：059-213-9870（助成金センター） 

 


